




































































































































































































































































































作成状況整理表

1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

  【凡例】  〇：記載あり

 ×：記載なし

(〇)：本条文の資料の他箇所に記載

△：他条文の資料などに記載

まとめ資料 比較表

本文 本文 〇 〇

添付資料1.12.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 添付資料1.12.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 〇 ×→〇

添付資料1.12.2 放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放射性物質の拡散抑制
添付資料1.12.3 可搬型大容量海水送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑

制
〇 ×→〇

添付資料1.12.3 放射性物質拡散抑制手順の作業時間について 添付資料1.12.4 放射性物質拡散抑制手順の作業時間について ×→〇 ×→〇
BWRの最新審査実績を踏まえ，添付資料を新たに作成する。また，比較表につ

いては，女川２号炉ではなく，手順に類似性のある島根２号炉を大飯欄に掲載

して比較する。

添付資料1.12.5 放水砲配置図（原子炉格納容器最上部への放水時） 〇 ×→〇

添付資料1.12.6 放水砲の放射方法について 〇 ×→〇

添付資料1.12.7 放水砲による放射性物質の抑制効果について 〇 ×→〇

添付資料1.12.5 ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい箇所の絞り込み 添付資料1.12.8 ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい箇所の絞り込み ×→〇 ×→〇
BWRの最新審査実績を踏まえ，新たに添付資料を作成するとともに，大飯欄に

女川2号炉の内容を掲載して比較する。

添付資料1.12.6 海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）による海洋への放射性物質の拡散抑制
添付資料1.12.9 海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）による海洋への放射性物質の拡散抑

制
〇 ×→〇

当該審査項目は、発電用原子炉施設に共通の要求に係る条文であるが、PWRプ

ラントとBWRプラントでは，大気への拡散抑制のための放水砲を実施する設備

や泡消火を実施する設備が異なるため、ＰＷＲプラントとしての基準への適合

性を網羅的に比較する観点から大飯3/4号炉との2連比較表を作成することとす

る。ただし，操作の成立性に関する資料については女川資料も参照し，大飯3/4

号炉に記載のない「作業場所」を追記する等の記載の充実化を図る。

添付資料1.12.7 海洋への拡散抑制設備（放射性物質吸着材）による海洋への放射性物質の拡散抑制
添付資料1.12.10 海洋への拡散抑制設備（放射性物質吸着剤）による海洋への放射性物質の拡

散抑制
〇 ×→〇

BWRの最新審査実績を踏まえ，新たに添付資料を作成するとともに，大飯欄に

女川2号炉の内容を掲載して比較する。

添付資料1.12.8 化学消防自動車及び大型化学高所放水車による泡消火 添付資料1.12.12 化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ自動車による泡消火 〇 ×→〇

添付資料1.12.9 放水設備（泡消火設備）による航空機燃料火災への泡消火
添付資料1.12.15 可搬型大容量海水送水ポンプ車，放水砲及び泡混合設備による航空機燃料火災

への泡消火
〇 ×→〇

添付資料1.12.10 消火設備の消火性能について 添付資料1.12.16 消火設備の消火性能について
(〇)

△→〇
×→〇

BWRの最新審査実績を踏まえ，新たに添付資料（他条文（大規模損壊）におけ

る添付資料の取込み）を作成するとともに，大飯欄に女川2号炉の内容を掲載し

て比較する。

添付資料1.12.11 航空機燃料火災時における大容量送水ポンプ（タイプII）付属水中ポンプの設置方法

について
× ×

プラント固有の条件を踏まえた運用

であるため作成不要。

なお、女川は、航空機火災が発生し

た場合は速やかに消火活動を行うた

め、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）

付属水中ポンプを可搬型クレーンを

使用せず人力により水中へ投入する

ことについて本資料にて説明してい

る。

泊は、車載搭載型クレーンを使用す

ることとしている。

まとめ資料を作成していない

添付資料1.12.1 重大事故等対処設備の電源構成図 〇→× ×

リファレンスプラントの女川のまと

め資料構成と同様にする方針から、

技術的能力1.14にて比較表を作成す

る。

まとめ資料の作成を不要としたため

添付資料 添付資料

プラント 泊３号炉 作成状況 まとめ資料または比較表を新たに作成することとした理由

もしくは

記載の充実を図ることとした理由女川 泊

まとめ資料の作成を不要とした理由

添付資料1.12.4 放水砲の設置場所及び使用方法等について

比較表を作成していない理由

当該審査項目は、発電用原子炉施設に共通の要求に係る条文であるが、PWRプ

ラントとBWRプラントでは，大気への拡散抑制のための放水砲を実施する設備

や泡消火を実施する設備が異なるため、ＰＷＲプラントとしての基準への適合

性を網羅的に比較する観点から大飯3/4号炉との2連比較表を作成することとす

る。ただし，操作の成立性に関する資料については女川資料も参照し，大飯3/4

号炉に記載のない「作業場所」を追記する等の記載の充実化を図る。

当該審査項目は、発電用原子炉施設に共通の要求に係る条文であるが、PWRプ

ラントとBWRプラントでは，大気への拡散抑制のための放水砲を実施する設備

や泡消火を実施する設備が異なるため、ＰＷＲプラントとしての基準への適合

性を網羅的に比較する観点から大飯3/4号炉との2連比較表を作成することとす

る。ただし，「審査基準，基準規則と対処設備との対応表」については，内容

が充実している女川2号炉を比較対象として構成を合わせるものとする。また，

操作の成立性に関する資料については女川資料も参照し，大飯3/4号炉に記載の

ない「作業場所」を追記する等の記載の充実化を図る。

当該審査項目は、発電用原子炉施設に共通の要求に係る条文であるが、PWRプ

ラントとBWRプラントでは，大気への拡散抑制のための放水砲を実施する設備

や泡消火を実施する設備が異なるため、ＰＷＲプラントとしての基準への適合

性を網羅的に比較する観点から大飯3/4号炉との2連比較表を作成することとす

る。ただし，操作の成立性に関する資料については女川資料も参照し，大飯3/4

号炉に記載のない「作業場所」を追記する等の記載の充実化を図る。
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作成状況整理表

1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

  【凡例】  〇：記載あり

 ×：記載なし

(〇)：本条文の資料の他箇所に記載

△：他条文の資料などに記載

まとめ資料 比較表

プラント 泊３号炉 作成状況 まとめ資料または比較表を新たに作成することとした理由

もしくは

記載の充実を図ることとした理由女川 泊

まとめ資料の作成を不要とした理由 比較表を作成していない理由

添付資料1.12.2 自主対策設備仕様 〇 ×→〇
女川2号炉を含めたBWRプラントでは自主対策設備を添付資料で整理していない

ため，大飯3/4号炉との2連比較表を作成する。

添付資料1.12.8 放射性物質吸着剤による発電所外への放射性物質の拡散抑制について 〇→× ×

海洋への放射性物質の拡散抑制の作

業成立性に関する必要な情報とし

て，作業要員，時間，放射性物質吸

着剤の性能を添付資料1.12.9，

1.12.19で整理しており，内容が重複

しているため本まとめ資料は作成不

要とする。

なお，女川及び大飯で同様のまとめ

資料は作られていない。

まとめ資料の作成を不要としたため

添付資料1.12.11 間口部シルトフェンスの設置 〇→× ×
シルトフェンスの設備の選定変更及

び設計変更により当該資料が不要と

なった。

まとめ資料の作成を不要としたため

添付資料1.12.11 可搬型スプレイノズルの性能について 〇 ×→〇

添付資料1.12.17 放水設備における泡消火薬剤の設定根拠について 〇 ×→〇

添付資料 1.12.18 発電所構内の雨水排水経路図 〇 〇

添付資料 1.12.19 シルトフェンス１重目での放射性物質の海洋への拡散抑制効果 〇 〇

添付資料 1.12.20 シルトフェンス設置以降の放水に対する放射性物質吸着剤を用いた放射性物

質の拡散抑制
〇 〇

 添付資料1.12.19泡混合設備概要について 〇→× ×

泡混合設備を使用した消火性能及び

作業の成立性は添付資料1.12.15，

1.12.16で整理しており，内容が重複

しているため本まとめ資料は作成不

要とする。

なお，先行電力で同様のまとめ資料

は作られていない。

まとめ資料の作成を不要としたため

添付資料1.12.20 可搬型タンクローリーによる可搬型大容量海水送水ポンプ車への燃料補給 〇→× ×

 添付資料1.12.22可搬型大容量海水送水ポンプ車用の燃料について 〇→× ×

 添付資料1.12.23重大事故等時における燃料補給に係るアクセスルート 〇→× ×

添付資料1.12.21  解釈一覧 ×→〇 ×→〇

当該資料に整理している手順着手判断基準に係るパラメータの解釈及び操作手

順に係るパラメータの解釈については，設工認及び保安規定における審査にて

説明することとしていたが，更なる説明性の向上を目的として作成する。大飯

3/4号炉では整理していない添付資料であるため，大飯欄に女川2号炉の内容を

掲載して比較する。

添付資料1.12.13 可搬型大型送水ポンプ車及び小型放水砲よる泡消火

 １．代替給水ピット水源

 ２．原水槽水源

 ３．海水

添付資料1.12.14 大規模火災用消防自動車による泡消火

 １．原水槽又は防火水槽

 ２．海水

×→〇〇

〇 ×→〇

 添付資料1.12.21ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ及び可搬型タンクローリーによる可搬型大

容量海水送水ポンプ車への燃料補給
〇→× ×

リファレンスプラントの女川のまと

め資料構成と同様にする方針から、

技術的能力1.14にて比較表を作成す

る。

まとめ資料の作成を不要としたため

当該審査項目は，発電用原子炉施設に共通の要求に係る条文であるが，PWRプ

ラントとBWRプラントでは，大気への拡散抑制のための放水砲を実施する設備

や泡消火を実施する設備等が異なる。このため，女川2号炉を含めたBWRプラン

トでは整理していない添付資料については，大飯3/4号炉との2連比較表を作成

する。
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